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2025 年度 厳冬期の知床五湖エコツアー事業報告 

 
トピック 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

令和７年度（2025 年度） 厳冬期の知床五湖エコツアー事業 実施計画 
 
（１）事業名 
   「厳冬期の知床五湖エコツアー」事業 
 
（２）事業目的 
   厳冬期における知床の自然の魅力や価値を多くの人に伝えることや冬期におけるエコツアープログ 

ラム及び自然ガイド事業の充実を図り冬期の知床への来訪動機を高め、地域活性化に努める。 
 
（３）事業実施主体など 
   主  催 ： 知床五湖冬期適正利用協議会（以下、協議会という） 
   構成団体 ：・（公財）知床財団・（一財）自然公園財団知床支部・知床自然保護協会・釧路自然環境

事務所・知床ガイド協議会・斜里町 
（特非）知床斜里町観光協会 

事 務 局 ：釧路自然環境事務所・斜里町・知床ガイド協議会・知床斜里町観光協会 
 

   オブザーバー： オホーツク総合振興局 網走建設管理部 
           オホーツク総合振興局 産業振興部 商工労働観光課 

オホーツク総合振興局 保健環境部 環境生活課 
知床森林生態系保全センター 網走南部森林管理署 

 
（４）事業期間 
   ２０２６年１月２２日(木) ～ ３月２２日(日) ６０日間  
   ＊ホロベツゲート開閉時間 1 月 29 日（金）まで午後 4 時。1 月 30 日（土）から午後 5 時。 
 

１. 2025 年度 1 月実績 253 名（前年同月 873 名） 
２. 2025 年度予約状況（2 月 20 日現在）2 月は 1862 名、3 月 604 名  
３. 1 月 8 日知床五湖冬期適正利用協議会を開催。事業期間等の承認を得た。 
４. 2026 年 1 月 15 日現地調査、ルート選定を行った。融雪期、湖面状況の悪化に伴う、

代替ルート案については、１月の段階での決定は難しいので、引き続き順応的に対応

していく。 
５．事業者 15 社、引率指導者数 29 人 

資料２－１ 
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（５）利用の形態及びアクセス 
   道道知床公園線岩尾別橋ゲートより引率指導者及び事業所の車両で知床五湖まで移動し、知床五湖

周辺を徒歩（スキー・スノーシュー）で散策する。 
① 引率指導者が随行する知床五湖園地内の散策。 
② 散策の手段は、歩くスキー又はスノーシューのいずれかとする。 
③ 散策のコースは、知床五湖冬期適正利用協議会が設定したコースを外れないこと。 

(厳冬期の知床五湖エコツアー散策コース・・・・・・・別紙①) 
   ④ スタート時の静寂性の確保に配慮すること。（スタート時間の調整等） 

⑤ 知床五湖園地までのアクセスは、引率指導者の運転する送迎車輌とする。 
（引率指導者車輌の駐車スペース及び散策コース出入り口への導線・・・・・別紙②） 

 
（６） 利用の基準及びルール 

① 利用時間は、８時３０分 ～ とし、ホロベツゲートの開閉時間を考慮して利用すること。 
② 引率指導者 1 名あたりの参加者は、１０名以内とする。 
③ 出発する時点において、斜里町に大雪、暴風雪警報のいずれかが発令されている場合は、利用を

中止する。 
④ 出発後においても、協議会は気象台が発表する気象情報や気象予報に最大限留意し、引率指導者

は気象状況の変化に適切に対応する。 
⑤ ツアー中にトラブルが発生した場合は、引率指導者は速やかに協議会に連絡し、協議会は緊急連

絡網を通じ関係機関等へ連絡を行う。 
⑥ 冬期利用は登山道のような奥地(バックカントリー)利用であることや自然環境への配慮や安全対

策について、各引率指導者及び事業所が責任を持って参加者に対し周知する。 
 
（７）運用方法１：引率指導者の要件 

以下の 7 項目の要件を満たしたものを引率指導者として、協議会において登録認定する。 
① 知床ガイド協議会の会員であること。 
② 「引率指導者認定確認用チェックシート」を理解し、遵守する旨署名捺印した者。 
③ 知床エコツーリズムガイドライン及び知床半島中央部地区利用の心得を理解した者。 
④ ガイド歴 2 年以上（生業として有償のガイド）又はそれに準じる資格を有する者。 
⑤ 本人又は所属事業所が損害賠償保険１事故３億円以上に加入している者。 
⑥ 知床五湖冬期利用に関する事故対応マニュアルを引率指導者本人又は所属事業所が作成し、協議

会が承認していること。 
⑦ 知床五湖冬期利用に関する事前説明会を受講した者。なお、事業所の責任において代表者が受講

することも可とする。 
 
（8）運用方法２：利用のルール（前日まで） 

① 参加申し込みにあたっては、ガイド事業所（引率指導者）が直接申込を受ける。 
② 参加者と連絡調整後、実施を予定する日の出発１時間前までに web システムの参加人員報告書
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（実施予定報告書）に入力する。 
③ 引率指導者 1 名につき参加者１０名を上限とする。 

 
（９）運用方法３：利用システム(当日) 

① 出発時間 １回目： ８時３０分 ２回目： １３時００分（２月１０日からは３０分繰り下げて

１３時３０分）（岩尾別橋ゲート出発）とする。 
② 出発する時点において、斜里町に大雪・暴風雪警報が発令されている場合は利用を中止する。出

発後においても、協議会（ツアー管理受託者）は気象台が発表する気象情報や気象予報に最大限

留意するとともに、引率指導者は出発後の気象状況の変化に適切に対応する。 
③ 当日、ツアーを催行する引率指導者は、協議会（ツアー管理受託者）に対し引率指導者認定書を

提示すると共に参加人員報告書（最終分）を提出する。 
④ 協議会（ツアー管理受託者）は提出された参加人員報告書（最終分）の内容を照合した後、引率

指導者に対して無線機を渡す。 
     ⑤ 引率指導者は、帰着後速やかに協議会（ツアー管理受託者）へ必要な報告を行い、無線機を返却

する。  
⑥ 引率指導者は、ツアー完了当日の２０時（厳守）までに、web システムの完了報告書に入力する。 

   ⑦ ツアー中にトラブルが発生した場合、引率指導者は「厳冬期の知床五湖エコツアー安全管理規則」

に基づき対応するとともに、速やかに協議会（ツアー管理受託者）へ連絡する。 
     ⑧ 予定時刻を過ぎても帰着報告がない場合、協議会（ツアー管理受託者）は、遭難の可能性を含め

て関係者と情報共有を図るとともに所要の対応を図る。なお、捜索・救出に伴う経費（人件費・

交通費・装備費・食料等）はすべて当該引率指導者又はその所属事業所の負担とする。） 
 
（10）運用方法４：事前説明と引率指導者認定の手続き 

① 事業所（個人）ごとに「引率指導者認定確認用チェックシート及び引率指導者一覧表」に記入押

印し協議会へ提出する。なお、提出された「引率指導者認定確認用チェックシート及び引率指導

者一覧表」に基づき、知床五湖冬期適正利用協議会において承認する。 
 
（11）安全管理対策 

① 知床五湖冬期適正利用協議会は「厳冬期の知床五湖エコツアー安全管理規則」を定め、関係者は

これを遵守する。 
 
（12）その他配慮事項 

① 引率指導者は、当該事業開始前に協議会が行うコース設営並びに安全確認作業に対し協力する。 
② 引率指導者は、当該ツアーのモニタリングのために、協議会が実施する利用者アンケート調査に

協力する。 
③ 引率指導者は、ヒグマの痕跡などを確認した場合は、すみやかに協議会(ツアー管理受託者)に報

告し、関係機関において利用の継続について協議する。 
④ 引率指導者は、ツアー参加者の車両については、岩尾別橋ゲート前や道路上に駐車しないように
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指導するとともに、除雪の支障にならないように留意する。 
   ⑤ 引率指導者以外の利用や立入については、服装や装備において遭難等の事故が想定される場合や、

故意的な樹木の損傷、厳冬期コース上から確認できる範囲でのテント設営といった行為が目の前

で行われている場合のみ注意喚起を促すこととし、立入自体については言及しないこととする。 

（通行規制道路を通行しなければ問題はない。） 
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（13）付録 

 


